
資 料１ 

推進計画の修正箇所一覧 
 

貢 修正箇所 主な修正内容 

１ 「第二期西東京市人にやさしいまちづ

くり推進計画」の策定にあたって 
これまでに第一期計画が果たしてきた役割及び第二期計画において目指すべき方向性を明確に表現しまし

た。 

２ １－２ 

計画の位置づけ 

第一期計画の考え方を承継し、西東京市における「人にやさしいまちづくりの総合的な指針」として位置

づけました。 

上位、関連計画について、すべて表記しました。 

３ １－３ 

計画の期間 
計画の期間を２０１９年度から２０２３年度までの５ヵ年としました。 

上位、各関連計画の計画期間について一覧表にまとめました。 

４ １－４ 

計画の進行管理 
計画の進行管理について図で表記しました。 

本計画では、市の上位・関連計画等に基づく取り組みとの整合・連携を図ることから、基本理

念と基本方針をもとに設定する３つの基本目標ごとに施策の方向性を示し、それぞれに該当する

具体的な施策を各分野の個別計画等に基づき列挙します。 

そのうえで、第一期計画の期間で行われた施策の取り組みを整理し、今後の目標を定め、目標

実現に向けた取り組み状況を定期的に調査します。 

また、この間の市を取り巻く社会状況等の変化に応じて、新たな具体的な施策を示し、その取

り組み状況も定期的に調査します。 

取り組み状況の調査の結果、必要に応じて、本計画の見直しを行います。 

本計画の見直しを行い、次期計画を策定するにあたっては、市民、学識経験者や関係団体代表

で構成する「西東京市人にやさしいまちづくり推進協議会」への諮問・答申を経たうえで行うこ

ととします。 

全体 資料編の追加 １ 人にやさしいまちづくり条例において規定される人にやさしいまちづくり推進協議会 

２ 人にやさしいまちづくり推進協議会委員名簿 

３ 計画策定の経過 

４ 用語の解説 

 

 

 



 

施策の展開（９ページ～２６ページ） 

貢 具体的な施策 修正箇所 修正前 修正後 

９ 小中学校における福祉

教育の推進 

今後の目標 小中学校における社会奉仕体験活動の推進として、

福祉教育を継続していきます。 

小・中学校における社会奉仕体験等、福祉教育を充

実させていくことで、人権課題「障害のある人」や

「高齢者」等に関わる人権教育の一層の効果的な推

進を図ります。 

９ 地域における福祉教育

の推進 

今後の目標 生涯学習関係の講座において、「障がいを理解する講

座」、「地域の高齢化を考える講座」等を実施しまし

た。 

生涯学習事業として引き続き、高齢者・障がいの

ある人への理解を深める学習の場を設けます。 

 

１０ 小中学校における環境

学習の推進 

今後の目標 環境学習の内容や教材の充実に努めるとともに、小

中学校における環境学習を継続していきます。 

生命や自然に対する感受性や、身近な環境から地球

規模の環境へつなげる豊かな創造力、それを守ろう

とする態度を養い、持続可能な社会の実現に努める

ことで、環境の保全に貢献できるよう環境教育を進

めます。また、環境学習教材の内容の充実に努めま

す。 

１１ ＮＰＯ等市民活動団体

の情報発信の支援 

施策の内容 ＮＰＯ、ふれあいのまちづくり事業などの市民活動

団体の情報発信を支援し、その活動内容等について

広く市民に周知することで、地域住民の支えあい活

動への参加を促進します。 

ＮＰＯ等市民活動団体の情報発信を支援し、その活

動内容等について広く市民に周知することで、地域

住民の問題解決活動や連携活動への参加を促進しま

す。また、ふれあいのまちづくり事業等の地域に密

着した活動を広く周知することで、地域住民の支え

あい活動への参加を促進します。 

これまでの 

取り組み 

西東京市市民協働推進センター「ゆめこらぼ」に

おいて、機関紙の発行やまちづくり円卓会議等を開

催することで、市民活動団体の情報発信を支援しま

した。 

ふれあいのまちづくり事業などの地域の市民活動を

周知することで、地域住民の支えあい活動への参加

を促進しました。 

西東京市市民協働推進センター「ゆめこらぼ」に

おいて、機関紙の発行やホームページにより市民活

動団体の情報発信を支援しました。また、地域の市

民団体活動を周知することで、地域住民の問題解決

活動や連携活動への参加を促進しました。       

ふれあいのまちづくり事業などの地域の市民活動を

周知することで、地域住民の支えあい活動への参加

を促進しました。 

  

 



 

貢 具体的な施策 修正箇所 修正前 修正後 

１１ 外国人に配慮した情報

の提供 

担当課（関連計

画等） 

文化振興課（国際交流・多文化共生推進事業） 文化振興課（文化芸術振興計画） 

１２ 地域における連携体制

の構築 

今後の目標 市民団体同士の連携と協力を目的とした、地域協力

ネットワークの設立を促進します。 

市民団体同士の連携と協力を目的とした、地域協力

ネットワークを中部と北東部に設立していくととも

に、支援をしていきます。 

１３ 地域における福祉人材

の育成と活動拠点の整

備 

施策の内容 地域における福祉活動の担い手となるボランティ

ア、ＮＰＯ法人、地域活動団体を育成するため、講

演会・研修会・実習等を主催する社会福祉協議会の

取り組みを支援します。 

地域における福祉活動の担い手となるボランティ

ア、ＮＰＯ法人、地域活動団体を育成するため、講

演会・研修会・実習等を主催する社会福祉協議会の

取り組みを支援します。また、ふれあいのまちづく

り事業と連携を図り、地域福祉に関する情報提供、

利用者相互の情報交換等を行う地域福祉活動の拠点

づくりを進めます。 

これまでの取り

組み 

社会福祉協議会の「ふれあいのまちづくり事業」に

おける地域活動拠点として整備してきました。平成

29（2017）年度時点で８箇所整備しています。 

社会福祉協議会の「ふれあいのまちづくり事業」に

おける地域活動拠点として整備してきました。平成

29（2017）年度時点で８箇所整備しています。また、

ボランティア・市民活動センターでは、各種ボラン

ティアに関する研修・講座を開催し、担い手の育成

に取り組んできました。 

１３ 防災・防犯市民組織活

動への支援 

施策の内容 市民との連携により、下校時のパトロール等を継続

することにより、市民の防犯意識を高めていきます。

また、「西東京市犯罪のない安全なまちづくり条例」

に基づき、防犯協会をはじめとする自主防犯活動団

体の防犯活動を支援していきます。 

市民との連携により、下校時のパトロール等を継続

することにより、市民の防犯意識を高めていくとと

もに、「西東京市犯罪のない安全なまちづくり条例」

に基づき、防犯協会をはじめとする自主防犯活動団

体の防犯活動を支援していきます。また、市内では、

町会・自治会及びマンションの管理組合を母体とす

る防災市民組織が組織されており、市の支援を得て、

防災訓練や備蓄品・資機材の購入等を進めています。

今後はより一層のＰＲを図り、防災市民組織の立ち

上げを促進していきます。 

 

 



 

貢 具体的な施策 修正箇所 修正前 修正後 

１６ 市民の健康づくり支援 施策の内容 市民の健康づくりのために活動している市内の事業

者や団体等に対して、「西東京市健康応援団」への参

加を促します。 

「健康事業ガイド」や「健康」応援ニュースの発行、

さらには出前講座等の健康教育等を通じ、健康情報

の発信、地域（まち）の健康づくりに取り組みます。 

２０ 通学路の安全確保 施策の内容 子どもの通学路の交通安全施設の整備を充実すると

ともに、子供の通学時の安全を確保するため、通学

路の点検、交通擁護員や交通安全協力員の活用を図

ります。 

子どもの通学路の交通安全施設の整備を充実すると

ともに、子どもの通学時の安全を確保するため、関

係機関、保護者、地域等と連携・協力を図りながら、

見守り体制の整備に取り組みます。 

これまでの取り

組み 

交差点等に交通擁護員を配置することで、児童の登

下校時の安全を確保してきました。 

学校安全計画の見直しを図り、登下校等の安全確認

を徹底するとともに、関係機関やＰＴＡ等とも連

携・協力を図りながら通学路の安全点検等を実施し

てきました。 

今後の目標 交通擁護員、交通安全協力員を配置し、引き続き通

学路の安全確保を図ります。 

通学路の危険箇所に交通擁護員を配置するととも

に、関係機関、保護者、地域等と連携・協力を図り

ながら、見守り体制の整備に取り組みます。 

２０ 駅前広場におけるバリ

アフリー化等の促進 

施策の内容 バス・タクシー事業者との調整を図り、バス・タク

シー・自家用車など利用者の安全性を確保するとと

もに、歩行空間の段差解消やわかりやすいサインの

配置等により、すべての人にとって安全で快適な駅

前広場の整備をめざします。 

バス・タクシー事業者との調整を図り、バス・タク

シー・自家用車など利用者の安全性を確保するとと

もに、交通結節点の利用環境の向上を図るため、歩

行空間の段差解消やわかりやすいサインの配置等に

より、すべての人にとって安全で快適な駅前広場の

整備をめざします。 

２６ 市民・事業者による緑

化の推進 

今後の目標 生垣造成への助成及び保存樹木、保存生垣に対して

補助金を交付することで、緑化を推進します。 

保存樹木、保存生垣に対して補助金を交付すること

で、緑化を推進します。また、既存ブロック塀の生

垣化を推進することで、地震等災害発生時の避難路

の安全性向上を目指します。 

 

 

 

 

 


